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寝屋川市みんなのまちづくり支援自動販売機 設置候補者 募集要領  

（都市公園） 

令和７年 10月 

 

１ 募集目的 

  寝屋川市の施設において、飲料等の提供による市民サービスの拡充を図るととも

に、販売売上金の一部を寝屋川市のまちづくりに活用するため、自動販売機（以下

「自販機」という。）の設置に係る設置候補者（以下「設置候補者」という。）を募

集する。 

 

２ 物件（自販機） 

物件 

番号 
貸付物件名 所在地 設置場所 

設置面積 

(単位：ｍ) 
位置図 

① 
南寝屋川公園 寝屋川市讃良

東町６番１号 

グラウンド横

（屋外） 

1.2 

以内 

1.0 

以内 
図１ 

② 南寝屋川公園 
寝屋川市讃良

東町６番１号 

グ ラ ウ ン ド 横

（屋外） 

1.2 

以内 

1.0 

以内 
図１ 

③ 南寝屋川公園 
寝屋川市讃良

東町６番１号 

管理棟１階 玄

関ホール 

1.5 

以内 

1.0 

以内 
図１ 

④ 南寝屋川公園 
寝屋川市讃良

東町６番１号 

管理棟１階 玄

関ホール 

1.5 

以内 

1.0 

以内 
図１ 

⑤ 南寝屋川公園 
寝屋川市讃良

東町６番１号 

テニスコート前

（屋外） 

1.2 

以内 

1.0 

以内 
図１ 

⑥ 田井西公園 
寝屋川市田井

西町 34番街区 

トイレ周辺 

（屋外） 

1.2 

以内 

1.0 

以内 
図２ 

⑦ 
池田１号公園 

寝屋川市池田

１丁目 22 番街

区 

トイレ前       

（屋外） 
1.2 

以内 

1.0 

以内 
図３ 
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⑧ 黒原旭町公園 
寝屋川市黒原

旭町 29番街区 

西側入口 （屋

外） 

1.2 

以内 

1.0 

以内 
図４ 

⑨ 

打上川治水緑

地 

寝屋川市太秦

桜が丘 25 番街

区 

黒門側トイレ横

（屋外） 1.2 

以内 

1.0 

以内 
図５ 

⑩ 

打上川治水緑

地 

寝屋川市太秦

桜が丘 25 番街

区 

観音橋管理事務

所（屋外） 
1.2 

以内 

1.0 

以内 
図５ 

⑪ 

１号三井公園 寝屋川市三井

が丘４丁目 10

番街区 

東側入口 （屋

外） 
1.2 

以内 

1.0 

以内 
図６ 

⑫ 

たち川くすの

き公園 

寝屋川市寝屋

南２丁目 12 街

区 

中央入口（屋外） 

1.5 

以内 

1.0 

以内 
図７ 

※南寝屋川公園（①～⑤）は令和９～10 年度、打上川治水緑地（⑨、⑩）は令和８

年度に整備工事を予定しています。 

 工事中、公園は一部開放を行いますが、工事の進捗によっては許可期間が短くなる

可能性があります。 

３ 応募資格 

設置候補者に応募することができる者は、次の各号の全ての要件を満たす法人と

する。 

⑴ 申込時において、寝屋川市の区域内に過去３年以上の自販機の設置実績がある

こと。 

 ⑵ 法令等の規定により販売について許可等を要する場合は、当該許可等を受けて

いること。 

 ⑶ 国税の未納がないこと。 

 ⑷ 市税の未納がないこと。 

 ⑸ 会社法の規定による清算の開始又は破産法の規定による破産手続開始の申立
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てがなされていないこと。 

 ⑹ 会社更生法の規定による更生手続開始又は民事再生法の規定による再生手続

開始の申立てがなされていないこと。 

 ⑺ 次のいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（役員又は支店若しくはこの契約を締結しようとする事務所の代表者

をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）であると認められる場合。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

る場合。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められる場合。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められる場合。 

 

４ 公募条件 

 ⑴ 設置の許可等 

  ア 設置許可 

    設置候補者は、自販機の設置場所として使用する部分について、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第７項及び都市公園法（昭和 31 年法

律第 79 号）第５条の規定に基づき、公園施設の設置許可（以下「設置許可」

という。）を受け、自販機の設置事業者（以下「設置事業者」という。）となる。 

  イ 設置許可の期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月 31日までの１年間とする。 

    ただし、公益上の必要性や自販機の使用状況等を勘案して支障がないと認め

る場合のみ、当初設定した公募条件を変更しないことを前提として、３年間の
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使用許可を行う。 

ウ 使用料 

  次の表に掲げる最低使用料以上で申込みのあった事業者のうち、最高の応募

金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって使用料とする。 

    設置事業者は、寝屋川市が指定する期日までに全額納付しなければならない。

また、納付した使用料は、特別の理由があると認める場合を除き、還付しない。 

物件 

番号 最低使用料（年額） 
物件 

番号 最低使用料（年額） 

① 4,000円 ⑦ 4,000円 

② 4,000円 ⑧ 4,000円 

③ 4,000円 ⑨ 4,000円 

④ 4,000円 ⑩ 4,000円 

⑤ 4,000円 ⑪ 4,000円 

⑥ 4,000円 ⑫ 4,000円 

 ※ 使用料は、寝屋川市都市公園条例に基づく。ただし、設置期間が一年に満たな

い場合は、設置期間に応じた月割とする。 

  エ その他の経費等 

    設置事業者は、自己の負担で次の（ｱ）の工事を実施し、また電気使用料、

広報に係る経費を負担するものとする。 

   （ｱ）必要工事 

    ａ 電気工事（自販機の設置場所までの電源工事及び電気の使用量を計る子

メーターの設置工事） 

    ｂ 自販機の設置工事（水道の引込みを要する場合は、その工事を含む。） 

   （ｲ）電気使用料 

     寝屋川市又は指定管理者の算定する電気使用料の月額を指定する期日ま

でに納付すること。 

⑵ 寄附 

ア 寄附 

    設置事業者は、応募申込書に寄附割合を記載し、寝屋川市と合意の上、販売

売上金のうち、寄附割合に応じた金額を寝屋川市に寄附する。 
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    最低寄附割合は以下のとおりとする。 

物件 

番号 
最低寄附割合 

物件 

番号 
最低寄附割合 

①  18％ ⑦ 20％ 

②  18％ ⑧ 20％ 

③  20％ ⑨ 12％ 

④  10％ ⑩ 10％ 

⑤  20％ ⑪ 15％ 

⑥  20％ ⑫ ２％ 

※  寄附金は、年２回、寝屋川市が指定する日までに申し込むものとする。 

イ 広報 

    設置事業者は、寝屋川市みんなのまちづくり支援自動販売機である旨を広報

する表示板の作成及び設置を、自らの負担で行うものとする。 

⑶ 使用上の制限 

次のことを遵守すること。 

  ア 使用料、経費等を確実に納付すること。 

  イ 設置許可の期間中、継続して本募集要領３⑵に記載している許可等を受けて

いること。 

  ウ 自販機を設置する権利及び自販機を第三者に譲渡し又は転貸しないこと。 

  エ 販売品の搬入及び廃棄物の搬出時間並びにこれらの経路については、寝屋川

市と協議すること。 

  オ アルコール飲料の販売を行わないこと。 

カ 自販機数及び商品の取扱種類については、それぞれ次のとおりとすること。 

物件 

番号 
商品の取扱種類 

物件 

番号 
商品の取扱種類 

① 缶・ペットボトル ⑦ 缶・ペットボトル 

② 缶・ペットボトル ⑧ 缶・ペットボトル 

③ 缶・ペットボトル ⑨ 缶・ペットボトル 

④ 紙カップ式 ⑩ 缶・ペットボトル 

⑤ 缶・ペットボトル ⑪ 缶・ペットボトル 
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⑥ 缶・ペットボトル ⑫ 缶・ペットボトル 

  キ 自販機には、自らの負担で寝屋川市が指定するデザインの表示板又は表示シ

ールを作成し、設置すること。 

ク 商品の売価については、標準小売価格より高い価格で販売しないこと。 

ケ 設置許可の期間内において、設置事業者の事情で自販機を撤去する場合は、

その３か月前までに使用廃止届を提出し、寝屋川市と協議を行うこと。この場

合においては、設置事業者の責任で速やかに原状回復を行うこと。 

 ⑷ 維持管理 

   次のことを遵守すること。 

  ア 商品の補充、金銭の管理など自販機の維持管理については、設置事業者の責

任において行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫の

補充管理を適切に行い、売り切れがないようにすること。 

  イ 商品の容器の種類に応じた回収ボックスを自販機に併設し、設置事業者の責

任で適切に回収すること。 

  ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守徹底を図るとともに、

関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 

  エ 自販機の設置に当たっては、据付面、電源等を確認した上で安全に設置する

とともに、自販機の形状を含めた美観や利用者の通行及び災害時の避難の障害

にならないよう十分配慮すること。 

  オ 自販機の故障、問い合わせ及び苦情については設置事業者の責任において対

応すること。また、緊急連絡先を自販機に明示し、機器の故障等が発生した場

合は、敏速かつ丁寧に対応すること。 

  カ 地球温暖化防止等地球規模での環境問題の改善その他環境保全に配慮する

こと。 

 ⑸ 原状回復 

   設置事業者は、設置許可の期間が満了し又は設置許可が取り消された場合は、

本設置許可の終了の日（寝屋川市が特に指定する場合を除く。）までに、設置事

業者の負担により自販機を撤去するとともに、原状に回復しなければならない。

ただし、寝屋川市が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 ⑹ 損害賠償 
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   設置事業者は、自販機の設置や商品の販売等に当たり、寝屋川市又は第三者に

損害を与えたときは、全て設置事業者がその損害を賠償しなければならない。 

 

５ 申込受付 

 ⑴ 受付期間 

   令和７年 11 月 12 日(水) から令和７年 12 月 11 日(木)まで（土・日・祝日を

除く。） 

  午前９時から午後５時 30分まで 

⑵ 受付場所 

   寝屋川市役所都市デザイン部都市四課 寝屋川市役所本庁３階 

   上記受付期間内に申込みに必要な書類を直接持参又は郵送（期間内必着）によ

り提出すること。電話、ファクシミリ及び電子メールによる受付は認めない。 

※ 郵送による提出の場合は、簡易書留や特定記録郵便等、確実に到着記録が

残る方法での提出をお願いします。 

⑶ その他 

ア 受付期間経過後の申込みは一切認めない。 

イ 提出書類の記載内容に虚偽又は著しい不備があると認めるときは、応募の失

格及び設置候補者の決定の取消しを行う。 

ウ 提出書類は、理由を問わず、返却しない。 

エ 申込み等その他手続に関する一切の費用は、申込者の負担とする。 

オ 設置候補者に選定された後、自己都合により参加辞退をした者は、再募集の

際、応募不可とする。 

 

６ 設置候補者の決定 

 ⑴ 提出書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置候補者の対象者と

する。ただし、設置候補者に適しないと認められる者は、対象者としない。 

 ⑵ 対象者のうち、使用料について、最低使用料以上で最高の応募金額で申込みを

行った者を設置候補者とする。ただし、提案のあった応募金額が同額の場合は、

最高の寄附割合で申込みを行った者を設置候補者とする。 

   なお、応募金額及び寄附割合が共に同じ場合は、当該応募者立会いの下、くじ
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により決定する。 

 ⑶ 前号の決定を受けた設置候補者において、辞退の申出又は決定の取消しがあっ

た場合は、次点者の繰上げを順次行う。 

⑷ 設置候補者の決定については、該当者に直接通知するとともに、寝屋川市のホ

ームページに掲載する。 

 

７ 参考データ 

 

 

物件 

番号 
売上概数 備 考 売上期間 

①  5,197本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

②  4,205本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

③  4,319本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

④  3,459杯  紙カップ 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑤  6,951本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑥  7,024本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑦  6,446本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑧  4,288本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑨  8,766本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑩  4,392本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑪  3,293本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 

⑫  1,462本  缶・ペットボトル 
令和６年４月 

～令和７年３月 


